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【 資 料 第 １ 号 】 

 

令和７年度 保健衛生部予算の概要について 

 

○ 衛生費は、重層的支援整備、予防接種、医療対策経費の拡大により、前年度に比べ 14.2％

増加している。 

○ 衛生費に係る主要事業については、別紙に記載。 

 

（単位：百万円、％） 

区   分 ７年度 ６年度 増減額 増減率（％） 構成比（％） 

歳 

出 

（ 

一 

般 

会 

計 
） 

議 会 費 706 683 23 3.4 0.5 

総 務 費 22,840 20,585 2,255 11.0 15.5 

区 民 費 5,136 4,013 1,123 28.0 3.5 

産 業 経 済 費 1,975 1,380 595 43.1 1.3 

民 生 費 65,345 59,055 6,290 10.7 44.4 

衛 生 費 7,094 6,209 885 14.2 4.8 

都 市 整 備 費 1,431 1,495 △64 △4.2 1.0 

土 木 費 6,438 6,814 △376 △5.5 4.4 

資 源 環 境 費 5,258 4,358 900 20.6 3.6 

教 育 費 29,216 21,990 7,226 32.9 19.9 

諸 支 出 金 1,461 846 615 72.8 1.0 

予 備 費 100 100 △200 0.0 0.1 

合   計 147,000 127,528 19,472 15.3 100.0 

（計数整理の結果、変動することがある。） 



保健衛生部 （ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 ７年度 ６年度 増（△）減
新
レ

重
点

戦
略

1 地域精神保健福祉連絡協議会 836 725 111 ○

国庫支出金

288 362 △ 74

2 公衆浴場補助 36,081 35,362 719

(1) 浴場需要対策費補助

(2) 施設整備費等補助

(3) 公衆浴場承継支援補助

(4) クリーンエネルギー燃料費補助

(5) 経営支援専門家派遣

(6) 事業承継支援専門家派遣

3 災害時の医療救護活動 23,702 17,732 5,970 ○

都支出金

1,705 555 1,150

(1) 災害医療運営連絡会等経費

(2) 医療資材更新委託

(3) 緊急医療救護所設置経費 新

(4) 災害時支援計画の作成及びモニタリング

4 休日診療費 99,270 95,042 4,228

(1) 内科・小児科等

(2) 歯科

(3) 薬局

5 地域医療連携 9,713 9,442 271

都支出金

1,904 1,904 0

(1) 協議会関係経費 ○

(2) 部会関係経費

(3) 小児初期救急平日夜間診療事業

6 骨髄移植ドナー支援 490 508 △ 18 ○

都支出金

245 210 35

7,404千円

説              明

区内公衆浴場の運営を支援することで、区民の公衆
浴場を利用する機会の確保を図る。

また、公衆浴場改修・改築費用やクリーンエネル
ギー燃料費等の補助及び専門家派遣の実施など、浴
場経営を次世代へ承継することに対する総合的な支
援を行うとともに、ガス料金の高騰分を補助する。

13,917千円

12,648千円

1,270千円

7,770千円

146千円

330千円

区の地域精神保健福祉施策を総合的に推進するた
め、保健医療・福祉の関係機関との連携を図る協議
会等の運営を行う。

災害発生時に各避難所に設置される医療救護所等
において、迅速かつ円滑な医療救護活動を行うことが
できるよう、備蓄医薬品や医療資器材を適正に配備
するとともに、医療救護体制を整備する。

また、災害拠点病院の近接地に緊急医療救護所を
設置する。

60,068千円

21,200千円

18,002千円

8,339千円

骨髄移植等の一層の推進と骨髄ドナー希望登録者
の増加を図るため、入院又は通院期間中の休業補償
として、骨髄移植ドナー及びドナーが勤務する事業者
に対し、補助する。

990千円

14,853千円

455千円

地区医師会、区内大学病院等による協議会を開催
し、地域医療の連携強化を図る。

また、協議会に分野別の検討部会を設置し、課題の
整理・検討を行う。

さらに、地域における小児医療体制の充実を図るた
め、平日準夜間の救急診療事業を実施する。

523千円

日曜日及び国民の祝日等において、休日診療体制
を整備する。

851千円
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保健衛生部 （ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 ７年度 ６年度 増（△）減
新
レ

重
点

戦
略

説              明

7 受動喫煙防止対策 320 367 △ 47 ○

都支出金

159 172 △ 13

8 健康の保持・増進 52,820 51,695 1,125

国庫支出金

12 15 △ 3

都支出金

917 790 127

その他 (1) 熱中症対策事業

12,252 14,601 △ 2,349 (2) 健康相談

計 (3) 健康づくり事業 ○

13,181 15,406 △ 2,225 (4) 骨粗しょう症健康診査事業

9 歯科保健 60,061 54,197 5,864

都支出金

11,989 3,697 8,292

その他

5,969 5,670 299 (1) 歯科保健教育

計 (2) 歯科保健相談

17,958 9,367 8,591 (3) 在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談指導

○

(4) 歯周疾患検診

10 うつ病・自殺対策 9,979 7,564 2,415 ○

都支出金

5,146 4,935 211

(1) インターネットゲートキーパー事業

(2) 普及啓発経費

(3) その他自殺対策経費

2,068千円

熱中症による健康被害防止を図るため、クールシェ
アスポットを開設し、その周知を行う。

また、区民の健康相談を行い、必要に応じて、Ｘ線
検査、血圧測定、尿検査、骨密度測定等を実施し、健
康診断書を発行する。

さらに、運動指導等を通して、区民の健康の保持・
増進を図るため、健康検査、自主トレーニング事業、
健康づくり運動教室等を実施する。

8,758千円

41,970千円

48千円

11,246千円

38,648千円

自殺対策計画に基づき、区民一人ひとりが自殺対
策を正しく理解するための周知・啓発活動や人材の
育成等自殺対策の基盤となる活動に取り組むととも
に、悩みを抱える人を早期に発見し、適切な支援につ
なぐための連携体制を構築する。

また、ICTを活用した自殺対策として、インターネット
ゲートキーパー事業を実施する。

6,006千円

1,905千円

390千円

1,702千円

乳幼児から高齢者までの各年齢層に応じた歯科保
健事業を実施し、区民の歯科保健に対する意識を高
めるとともに、在宅歯科診療を推進するため、歯科医
師会に対し、在宅歯科診療用ポータブルユニットの購
入費用の一部を助成する。

10,119千円

望まない受動喫煙を生じさせない環境を整備するた
め、区民及び施設の管理権原者等に対し、受動喫煙
防止対策の普及・啓発の推進を図る。
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保健衛生部 （ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 ７年度 ６年度 増（△）減
新
レ

重
点

戦
略

説              明

11 感染症対策 30,234 61,868 △ 31,634 〇

国庫支出金

6,702 18,534 △ 11,832

都支出金

776 347 429

その他

1 1 0

計 (1) 感染症予防・医療対策費

7,479 18,882 △ 11,403 (2) 感染症診査協議会

(3) エイズ・性感染症対策

(4) 感染症危機管理対策

(5) 感染症発生時積極的疫学調査

(6) 結核定期病状調査

(7) 感染症流行予測調査 新

12 予防接種 1,524,643 1,242,819 281,824 ○

国庫支出金

4,709 7,558 △ 2,849

都支出金 (1) 定期予防接種

78,867 50,753 28,114 　ア 高齢者インフルエンザ予防接種費

その他 レ

318,925 64,410 254,515 　イ 予防接種費

計

402,501 122,721 279,780 　ウ 里帰り先での接種費助成等

　エ その他定期予防接種関係経費

(2) 任意予防接種

　ア 予防接種費

　イ 特別の理由による任意予防接種

　ウ その他任意予防接種関係経費

(3) 予防接種健康被害関係経費

(4) 予防接種管理システム

13 結核患者医療費公費負担等 5,061 3,733 1,328 ○

国庫支出金

3,537 2,532 1,005 (1) 結核通院

(2) 結核入院医療

14 健康教育 512 2,919 △ 2,407 ○

都支出金

388 613 △ 225

26,364千円

3,106千円

13,699千円

健康の保持・増進と疾病予防を目的とした健康教室
を開催する。

また、たばこ関連疾病の予防を図るため、一般健康
相談等で禁煙指導を行う。

551千円

1,545千円

11,099千円

1,296,223千円

結核により通院又は入院した患者の医療費を公費
負担する。

予防接種の接種勧奨及び接種費用の助成を行い、
感染症予防を図る。

また、高齢者インフルエンザ予防接種について、予
防接種費用無償化を行う。

1,054,873千円

234千円

47,068千円

198,950千円

192,551千円

911千円

815千円

4,246千円

5,488千円

7,325千円

感染症発生時において迅速に積極的疫学調査を実
施し、原因究明と蔓延防止を図るとともに、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に基づき、患者の移送及び入院中の医療費の公費負
担を行う。

また、感染症発生状況等の情報や感染症について
の正しい知識や適切な予防対策について、周知・啓
発を行う。

さらに、感染症危機に備えるため、関係機関との連
携強化を図るとともに、感染症有事を想定した訓練・
研修等を実施する。

180,583千円

3,107千円

6,373千円
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保健衛生部 （ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 ７年度 ６年度 増（△）減
新
レ

重
点

戦
略

説              明

15 健康診査・保健指導 108,919 113,472 △ 4,553 ○

都支出金

5,404 5,544 △ 140

16 ヘルスリテラシー向上事業 1,164 990 174

都支出金

575 471 104

(1) 喫煙・受動喫煙による健康被害防止の普及啓発

　　及び禁煙支援 ○

(2) その他ヘルスリテラシー向上関係経費

17 生活習慣病予防啓発支援事業 9,979 － 皆増 新 46 ○

都支出金

3,695 － 皆増

18 各種がん検診 805,191 723,548 81,643 ○

国庫支出金

10,102 10,866 △ 764

都支出金 (1) 乳がん検診

2,221 2,221 0 (2) 子宮がん検診

計 (3) 胃がん検診

12,323 13,087 △ 764 (4) 大腸がん検診

(5) 肺がん検診

(6) 女性特有のがん検診

(7) がん検診精度向上事業

(8) がん検診システム

19 がん対策関係経費 24,628 25,903 △ 1,275

都支出金

11,969 12,732 △ 763

(1) がん知識の普及・啓発 ○

(2) がん患者支援 ○

(3) その他経費

20 食育普及 3,118 3,636 △ 518 ○

都支出金

1,557 1,818 △ 261

152,020千円

261,855千円

70,015千円

160,715千円

5,712千円

48,994千円

がんの早期発見・早期治療を図るため、各種がん検
診を実施する。

また、がん検診の対象者に対して検診案内はがきを
送付し、区民のがん検診に対する意識の向上を図る。

97,047千円

健康の保持・増進と疾病予防を目的に、文京区健康
アプリを用いることで、すべての区民が身体活動量の
向上及び運動習慣の定着を図り、生活習慣病予防及
び健康寿命の延伸を目指す。

361千円

　がんに関する知識の普及・啓発を行う。
また、がん患者の心理的及び経済的負担の軽減を

図ることを目的としたウィッグ購入等費用の助成や、若
者がん患者の在宅療養に係る介護サービス等の利用
費用の助成を行う。

601千円

23,972千円

55千円

8,833千円

区民が食に関する理解を深め、健康増進を図ること
を目的として、食育イベントや講習会等を実施するとと
もに、食環境の整備を行う。

803千円

喫煙による健康被害を防止するため、あらゆる世代
に向けて健康への影響について啓発を行うとともに、
区民の禁煙治療に要する費用の一部を助成すること
で、生活習慣病予防対策等を推進する。

また、健やかな生活習慣を形成するため、女性の健
康や飲酒等に関する正しい健康知識の啓発を行う。

国民健康保険被保険者等に対し、生活習慣病に着
目した特定健診を区内指定医療機関で実施する。そ
の際、区独自の検査項目を追加する。

また、生活保護受給者や保険者が実施する特定健
診を受けられない者に対し、特定健診に準じた健診を
行う。
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保健衛生部 （ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 ７年度 ６年度 増（△）減
新
レ

重
点

戦
略

説              明

21 不妊治療に係る支援 15,411 20,071 △ 4,660 ○

都支出金

2,210 4,431 △ 2,221

(1) 妊活相談事業

(2) 不妊治療費等助成事業

22 妊娠・出産支援事業 2,667 43,571 △ 40,904 ○

国庫支出金

－ 11,303 皆減

都支出金

－ 27,237 皆減

その他

－ 1,433 皆減

計

－ 39,973 皆減

23 重層的支援体制整備事業 19,666 － 皆増 新 24 ○

【保健予防事業費】

国庫支出金

12,096 － 皆増

都支出金

4,536 － 皆増

その他

1,520 － 皆増

計

18,152 － 皆増

24 母親・両親学級 11,671 16,422 △ 4,751 ○

25 乳児家庭全戸訪問事業 10,467 9,650 817 ○

国庫支出金

2,792 2,689 103

都支出金

2,792 2,689 103

計

5,584 5,378 206

10,990千円

子どもを持つことを希望する方の、妊活・不妊に関す
る正しい情報提供及び不安や悩みに寄り添うために、
不妊症看護認定看護師や臨床心理士等の専門職に
よるオンライン等での個別相談事業等を実施する。

また、不妊治療（先進医療）や男性不妊検査の費用
の一部を助成する。

さらに、特定不妊治療の治療費の融資あっせんを行
うとともに、利子の一部を助成する。

4,421千円

妊婦及びそのパートナーを対象に、妊娠中の生活
や子育てについての学習や交流の場を設けることを
目的として、講義や実習を実施する。

生後4か月以内の乳児のいる全ての家庭を訪問し、
妊娠・出産に伴う母子の健康管理を行うとともに、子育
て相談や子育て支援に関する情報提供を行う。

また、継続支援が必要な家庭には適切な支援を行
う。

少子化対策の一環として、子どもを望むすべての人
が子どもを産み育てられるよう、関係機関と応援団を
結成し、妊娠・出産支援の充実に取り組む。

ぶんきょうハッピーベイビー応援事業として、啓発冊
子の作成・配布や大学祭等におけるブースの出展、
講演会などを行い、妊娠・出産に向けた健康維持や
正しい知識の啓発を推進する。
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保健衛生部 （ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 ７年度 ６年度 増（△）減
新
レ

重
点

戦
略

説              明

26 産前・産後サポート等事業 165,512 125,983 39,529 〇

国庫支出金

1,406 1,888 △ 482

都支出金

162,773 122,755 40,018

計

164,179 124,643 39,536

27 産後ケア事業 110,947 52,713 58,234 レ 〇

国庫支出金

55,474 26,357 29,117

都支出金

55,473 26,356 29,117

計

110,947 52,713 58,234

28 乳幼児家庭支援保健事業 5,094 4,839 255 ○

都支出金

548 505 43

29 乳幼児健康診査 90,982 86,624 4,358

国庫支出金

682 1,123 △ 441 (1) 4か月児健康診査 〇

(2) 6・9か月児健康診査 〇

(3) 1歳6か月児健康診査 〇

(4) 3歳児健康診査 〇

(5) 新生児聴覚検査

(6) 乳幼児発達健康診査

30 自立支援給付 1,086,010 972,875 113,135

国庫支出金

　 488,824 441,434 47,390

都支出金

255,851 234,515 21,336

その他 (1) 障害福祉サービス費 ○

1,188 756 432 (2) 障害児通所支援等事業費

計 (3) 自立支援医療

745,863 676,705 69,158

21,109千円

5,315千円

1,383千円

乳幼児健診時に虐待予防スクリーニングを行い、子
育て困難家庭や虐待の危険性のある親子を早期に発
見し、適切な支援を行う。

新生児及び乳幼児を対象に、健康診査・歯科健診
等を行い、疾病の早期発見に努めるとともに、育児に
必要な保健指導を行う。

障害者総合支援法に基づき、精神障害者に対して
障害福祉サービスの給付を行うとともに、身体に障害
のある児童に対し、指定医療機関において生活能力
を高めるために必要な医療の給付を行う。

また、児童福祉法に基づき、児童発達支援事業や
放課後等デイサービス事業などの障害児通所支援等
事業を実施する。

17,274千円

24,159千円

21,742千円

産前・産後を通じ、健康や子育て等に関する相談に
母子保健コーディネーターが対応するほか、育児グ
ループやパパママタイム等を実施することで、継続し
た支援を行う。

出産後1年以内の母子に対して、母親の身体的な回
復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセ
ルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子と
その家族が健やかな育児ができるよう支援するため、
助産師による訪問相談や宿泊型ショートステイ事業等
を実施する。

宿泊型ショートステイ事業は6施設から9施設へ、デ
イサービス型サロン（個別指導）は3施設から6施設へ
利用施設を増設するとともに、サービス利用料の見直
しを行う。

626,089千円

459,632千円

289千円
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保健衛生部 （ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 ７年度 ６年度 増（△）減
新
レ

重
点

戦
略

説              明

31 地域生活支援事業 61,295 124,950 △ 63,655 ○

国庫支出金

5,999 11,835 △ 5,836

都支出金

18,187 28,483 △ 10,296

計

24,186 40,318 △ 16,132

32 重層的支援体制整備事業 70,428 － 皆増 新 24 ○

【障害者総合支援事業費】

国庫支出金

16,965 － 皆増

都支出金

7,647 － 皆増

計

24,612 － 皆増

33 障害者日中活動系サービス 32,330 32,190 140 ○

推進事業

都支出金

32,330 32,190 140

34 精神障害者グループホーム 2,105 2,065 40 ○

開設費等助成

都支出金

800 780 20

35 退院後支援事業 1,881 1,741 140 ○

国庫支出金

898 870 28

36 小児慢性特定疾病医療費助成 45,246 6,207 39,039 レ

国庫支出金

21,090 － 皆増

障害福祉サービス利用者の福祉の向上を図るた
め、就労移行支援、就労継続支援等を実施する事業
所の運営等を支援する。

精神障害者が利用する施設の整備等を推進するた
め、精神障害者グループホームを対象に開設に要す
る費用及び防災訓練事業等に係る経費を助成する。

また、精神障害者が利用する施設が、防犯設備を整
備した際の経費を助成する。

　入院中の精神障害者が、退院後に地域で自分らしく
生活ができるようにするため、社会復帰の促進を支援
する計画等を作成し、関係機関が連携して、適切な支
援を行う。

都道府県知事又は区長が指定する医療機関に通
い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている
児童等に医療費を支援する。

精神障害者の社会復帰と自立を図るため、移動支
援事業及び日常生活用具給付事業等を実施する。

精神障害者の社会復帰と自立を図るため、地域活
動支援センターの運営支援を実施する。
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